
地域における家庭教育支援基盤構築事業
（「学校を核とした地域力強化プラン」事業）

背景・課題

事業内容

専門的な対応が
必要な家庭

家庭教育・子育てに
関心がある家庭

不安や悩みを
抱える家庭

専門的な機関
（児童相談所など）
による対応

＜子育て家庭＞

家庭教育支援員
・元教員
・子育て経験者
・民生・児童委員 等

家庭教育支援
チーム 学びの場や

情報の提供等

アウトリーチ型
支援

・児童の健全育成推進や虐待予防の観点から、支援
を要する子育て世帯に支援が行き渡るよう（略）子
供や家庭の支援体制を充実強化する。
・（孤独・孤立対策）アウトリーチ型支援体制の構
築（略）の取組を推進する。

骨太の方針2021（令和3年6月18日閣議決定）

インパクト（国民・社会への影響）

・ 家庭・学校・地域の連携・協力の
下、社会全体で子供たちの健やかな
育ちを支える環境を構築。

・ 保護者の子育て環境に子供たちの
育ちが左右されることがなくなり、不登
校・児童虐待の減少、少子化の改
善へ。

アウトカム（成果目標）
初期（令和６年頃）
支援チーム未設置県が解消され、各都道府県内でのチームの横展開が加速化。

中期（令和８年頃）
全市区町村に支援チームが設置され、その半数でアウトリーチ型支援が実施されること
で、保護者の不安や課題等への早期対応が可能に。

長期（令和14年頃）
全国でアウトリーチ型支援体制が整備され、身近な地域に子育ての悩みを相談
できる人がいる保護者の割合が改善する。（R2:28.1％）

アウトプット（活動目標）

・ 家庭教育支援チームを
1000チーム設置。

・チームの半数がアウトリーチ型
支援を実施。

○約7割の保護者が子育てに悩みや不安を抱えている

○地域において子育ての悩みを相談できる人は約3割

○不登校の増加(約13万人)、家庭の孤立化による児童虐待(約20万件)のリスク増

①身近な地域において、保護者の悩み・不安を解消できる家庭教育支援チームを構築する必要がある。

②家庭教育支援チームにおいて、３～４割がアウトリーチ型支援を実施しているが、

人材・予算の確保が課題となっている。

【補助率】

⚫ 事業開始：平成27年度～

国 1/3

都道府県 1/3

市町村 1/3

令和4年度予算額 75百万円

（前年度予算額 75百万円）

●保護者への学習機会の効果的な提供
・就学時健診や保護者会など、多くの保護者が集まる機会を活用した
学習機会の提供

●親子参加型行事の実施
・親子の自己肯定感や自立心などを養成するため、親子での参加型行事や
ボランティア活動、 地域活動等のプログラムを展開

●家庭教育に関する情報提供や相談対応
・悩みを抱える保護者、仕事で忙しい保護者など、様々な家庭の状況に
応じて、家庭教育支援チーム等による情報提供や相談対応を実施

＜主な内容＞

家庭教育支援に関する推進体制の構築 家庭教育支援に関する取組の実施

＜主な内容＞

●家庭教育支援に関わる地域の多様な人材の養成
・子育て経験者や元教員、民生委員・児童委員、保健師等、
地域の多様な人材の参画を促進

●家庭教育支援員等の配置
・小学校等に家庭教育支援員を配置するなど、
身近な地域における家庭教育支援の体制強化

●「家庭教育支援チーム」の組織化
・地域における家庭教育支援が継続的に実施できるようチームの組織化

真に支援が必要な家庭への対応（アウトリーチ型支援）（児童虐待防止等）

●家庭教育支援員等に対する研修

・子供の健やかな育ちをめぐる課題への対応(虐待防止等)など
に関する研修の実施

●保護者に寄り添うアウトリーチ型支援

・育児に周囲の協力が得られにくい家庭等、真に支援が必要な家庭へ
個々の情報提供や相談対応等、保護者に寄り添う支援の実施



家庭教育支援推進事業～効果的な支援方策の調査検討・普及啓発～

背景・課題

事業内容

令和4年度予算額 43百万円

（前年度予算額 8百万円）

〇 家庭教育支援を効果的に行うため、子育て家庭の属性を踏まえたきめ細かな調査・分析が必要。

〇 家庭教育支援チームの設置地域に偏りがあり、チームの組織化のノウハウのない自治体もあるため、
チームの組織化や人材の確保・養成等のノウハウを集約して、いつでも利活用できる家庭教育支援
システムの構築が必要。

〇 保護者の不安や悩みを解決できる人材の確保が課題と感じる自治体が多いため、
民間（NPO等）等のノウハウの活用・連携も視野に入れた、対策が必要。

・支援を要する子育て世帯に支援が行き渡るよう（略）子供や
家庭の支援体制を充実強化する。
・官・民・ＮＰＯ等の取組の連携強化の観点から、各種
相談支援機関、ＮＰＯ等の連携の基盤となるプラット
フォームの形成を支援し、人と人とのつながりを実感できる
地域づくり

骨太の方針2021（令和3年6月18日閣議決定）

家庭教育支援推進のための調査研究の実施（委託：拡充）［38百万円］家庭教育支援推進のための検討委員会の開催（国直轄：継続）
［2百万円］

社会の変化に応じた家庭教育支援について、有識者等で構成
する検討委員会を設置し、効果的な支援策の検討を行う。

全国家庭教育支援研究協議会の開催（国直轄：継続）
［2百万円］

家庭教育支援に関する効果的な方策を全国に普及啓発するため、
・優良事例の紹介や、効果的な連携方策の共有
・家庭教育支援チーム、家庭教育支援員の研修・交流の場を設定

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）
初期（令和６年頃）
支援チーム未設置県が解消され、各都道府県内でのチームの横展開が加速化。

中期（令和８年頃）
全市区町村に支援チームが設置され、その半数でアウトリーチ型支援が実施されることで、
保護者の不安や課題等への早期対応が可能に。

長期（令和14年頃）
全国でアウトリーチ型支援体制が整備され、身近な地域に子育ての悩みを相談できる
人がいる保護者の割合が改善する。（R2:28.1％）

・ 家庭・学校・地域の連携・協力の下、社
会全体で子供たちの健やかな育ちを支える
環境を構築。

・ 保護者の子育て環境に子供たちの育ち
が左右されることがなくなり、不登校・児童
虐待の減少、少子化の改善へ。

① 家庭教育についての保護者へのアンケート調査
アフターコロナ下の保護者の状況やニーズを把握するため、家庭の属性(所得、雇用形態、学歴、
地域、ひとり親、外国籍等)を明らかにしたうえで、きめ細かく実態を把握するアンケート調査を実施。

② 家庭教育支援チームの充実のための調査研究の実施
⑴ 家庭教育支援システム構築のための調査研究
全国の家庭教育支援チームのノウハウ(人材養成・確保等)を集約・データ化し、時間的・
地理的制約によらず利活用できる家庭教育支援システムの構築のため、調査研究を実施。

⑵ 民間による家庭教育支援の調査研究
民間（NPO）等による家庭教育支援の取組と自治体による家庭教育支援チームとの支援

手法や人材、費用等の比較分析を行う調査研究を実施し、家庭教育支援チームの改善・充実を
図る。

・ 研究結果の共有・普及、支援員の
交流の場として全国協議会を開催。

・ 家庭教育支援チームを1000チーム
設置。

・チームの半数がアウトリーチ型支援を
実施。

⚫ 事業開始：平成29年度～


